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日田市地域公共交通確保維持協議会規約 

 

（目的） 

第１条 日田市地域公共交通確保維持協議会（以下「協議会」という。）は、次に掲げる

事項を協議することを目的として設置する。 

（１）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定に基づく地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）

及び第２７条の１６の規定に基づく地域公共交通利便増進実施計画（以下「利便増

進実施計画」という。）の策定及び実施に関する事項 

（２）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び道路運送法施行規則（昭和２６年運

輸省令第７５号）の規定に基づく地域における需要に応じた住民の生活に必要なバ

ス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送

サービスの実現に必要となる事項 

（協議事項） 

第２条 協議会は第１条各号に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。 

（１）交通計画及び利便増進実施計画の策定並びに変更の協議に関する事項 

（２）交通計画及び利便増進実施計画の実施の協議並びに連絡調整に関する事項 

（３）交通計画及び利便増進実施計画に位置づけられた事業の実施に関する事項 

（４）地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様等の協議に関する事項 

（５）路線の休止又は廃止に関する事項 

（６）自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（７）前６号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、以下の委員をもって組織する。 

(1) 日田市長 

(2) 九州運輸局大分運輸支局長 

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者（日田バス株式会社） 

(4) 日田市タクシー協会 

(5) 一般社団法人大分県バス協会 

(6) 一般社団法人大分県タクシー協会 

(7) 鉄道事業者（九州旅客鉄道株式会社） 

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

(9) 住民又は利用者の代表 

(10) 大分県西部振興局 

(11) 大分県日田土木事務所 

(12) 大分県日田警察署 

(13) 日田市の交通施策関係担当部長 

(14) 学識経験者 

(15) その他日田市長が必要と認める者 

（会長及び職務代理者） 

第４条 協議会に会長を置き、前条第１号の委員をもって充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が

その職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下｢会議｣という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は構成員の３分の２以上の出席（代理出席及び委任出席を含む。）により成立す

る。 

３ 会議の議決方法は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な

議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、又

は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。  

６ 前５項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

(協議結果の尊重義務) 

第７条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重

しなければならない。 

（幹事会） 

第８条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会

に幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（運賃料金部会） 

第９条 協議会は旅客輸送に係る運賃及び料金（以下「運賃等」）を協議するため、運賃

料金部会をおく。 
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２ 運賃料金部会は、道路運送法第９条第４項及び第９条の３第３項に定める協議会と

する。 

３ 運賃料金部会は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１）地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保す

る必要がある路線又は営業区域に係る運賃等に関する事項 

（２）その他運賃料金部会が必要と認める事項 

４ 運賃料金部会の委員は、次に掲げる者とする。 

（１）日田市長又はその指名する者 

（２）当該運賃等を定めようとする旅客自動車運送事業者 

（３）九州運輸局大分運輸支局長又はその指名する者 

（４）住民又は利用者の代表 

５ 運賃料金部会に部会長をおき、主宰者の地方公共団体の職員の中からこれを充て

る。 

６ 部会長は、運賃料金部会を代表し、部会務を総括する。 

７ 部会長に事故がある場合には、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理す

る。 

８ 運賃料金部会の議事は、原則として全会一致をもって決するものとする。ただし、

意見が分かれたときは、出席委員の４分の３以上の賛成で決するものとする。 

９ 部会長は運賃料金部会での協議結果を、速やかに会長に報告するものとする。 

10 前項までに定めるもののほか、運賃料金部会の運営に関して必要な事項は、部会長

が運賃料金部会に諮り定める。 

（分科会） 

第１０条 第２条第１項第１号に掲げる業務について、専門的な調査、検討を行うため、

必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第１１条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、日田市地域振興部地域振興課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第１２条 協議会の運営に要する経費は、補助金、負担金及びその他の収入をもって充

てる。 

 

（監査） 

第１３条 協議会に監査委員を２名置く。 

２ 協議会の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。 

３ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会

長であった者がこれを決算する。  

（委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が

別に定める。 

附 則 

１ この規約は、平成２３年５月３０日から施行する。 

２ 第６条本文の規定に関わらず協議会発足時の最初の委員の任期について、２年とあ

るのは、平成２５年１月３１日とする。 

附 則 

１ この規約を、平成２４年５月２８日に改正する。 

２ この規約を、平成２６年２月１０日に改正する。 

３ この規約を、平成２８年４月 １日に改正する。 

４ この規約を、平成２９年２月２１日に改正する。 

５ この規約を、令和５年１月２７日に改正する。 

６ 第６条本文の規定に関わらず令和５年１月２７日規約改正時の最初の委員の任期に

ついて、２年とあるのは、令和７年３月３１日とする。 

７ この規約を、令和６年２月２０日に改正する 

８ この規約を、令和６年６月２１日に改正する 
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0
2

1
,0

2
7

9
9

0
R
5
（
4
-
3
）

9
7

0
（
R
8
年
度
）

円
/
人
未
満

2
,4

7
7
R
3
（
4
-
3
）

2
,7

2
2

2
,6

0
6

2
,6

6
7
R
5
（
4
-
3
）

2
,8

0
0

（
R
8
年
度
）

％
3

0
.6
R
3
（
4
-
3
）

2
8

.9
3

1
.0

2
5

.2
R
5
（
4
-
3
）

3
1

（
R
8
年
度
）

R
6
年
度
の
取
組

取
組

●
生
活
交
通
を
維
持
す
る
た
め
、
国
・
県
補
助
や
市
に
よ
る
赤
字
補
填
な
ど
を
補
助
金
と
し
て
交
付

●
路
線
バ
ス
「
神
杉
野
線
」
の
廃
線
に
伴
う
代
替
手
段
（
う
き
は
市
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
）
導
入
調
整

　
・
地
元
自
治
会
へ
の
説
明
・
意
見
交
換

　
・
代
替
手
段
の
調
整
（
う
き
は
市
・
う
き
は
市
タ
ク
シ
ー
協
会
）

●
路
線
バ
ス
「
中
津
日
田
線
」
増
便
協
議
（
中
津
市
か
ら
申
出
）

●
路
線
バ
ス
の
ダ
イ
ヤ
改
正
協
議
（
日
田
バ
ス
）

●
ひ
た
は
し
り
号
A
コ
ー
ス
の
ル
ー
ト
変
更

●
月
出
町
住
民
と
乗
合
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
移
行
に
つ
い
て
制
度
説
明
（
1
1
/2
0
）

●
前
津
江
柚
木
地
区
住
民
と
の
意
見
交
換
会
（
う
き
は
市
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
導
入
）

●
乗
合
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
大
山
線
の
実
証
実
験
（
R
5
.8
/1
～
継
続
中
）

●
Ｂ
Ｒ
Ｔ
沿
線
エ
リ
ア
に
お
け
る
Ｍ
ａ
ａ
Ｓ
の
取
組
（
１
日
フ
リ
ー
チ
ケ
ッ
ト
販
売
）

●
市
主
催
の
企
業
説
明
会
へ
参
加
（
9
/2
2
）
日
田
バ
ス

●
バ
ス
運
転
士
体
験
乗
車
会
（
日
田
バ
ス
　
3
/8
予
定
）

●
ひ
た
は
し
り
号
A
コ
ー
ス
の
一
部
ル
ー
ト
変
更
及
び
ダ
イ
ヤ
改
正
に
伴
い
、
R
7
.2
.1
～
時
刻
表
作
成

●
わ
か
り
や
す
い
時
刻
表
や
マ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
実
施
計
画
作
成
後
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
改

　
変
時
に
作
成
予
定

●
他
自
治
体
資
料
収
集
中

●
Ｊ
Ｒ
久
大
本
線
（
日
田
駅
、
天
ヶ
瀬
駅
）
に
つ
い
て
、
電
子
マ
ネ
ー
利
用
可
能
改
札
機
の
設
置
を
要
望

●
Ｊ
Ｒ
九
州
大
分
支
社
長
に
対
し
、
市
長
か
ら
日
田
駅
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
を
口
頭
で
要
望

●
Ｂ
Ｒ
Ｔ
は
、
好
調
な
利
用
状
況
に
よ
り
低
床
車
両
を
1
台
追
加
投
入

　
７
台
す
べ
て
が
低
床
車
両
で
あ
り
、
う
ち
４
台
は
電
気
バ
ス

　
現
在
水
素
バ
ス
の
実
証
実
験
も
行
わ
れ
て
お
り
、
環
境
に
も
配
慮
さ
れ
て
い
る

●
階
段
式
の
利
用
料
金
を
見
直
す
方
向
で
検
討
中

　
市
民
が
生
活
交
通
と
し
て
利
用
す
る
民
間
路
線
バ
ス
運
行
事
業
者
に
対
し
、
国
庫
補
助
の
活
用
及
び
市
の
補
助
に
よ
り
路
線
維
持
に
努
め
て
い
る
も
の
の
、
利
用
者
は
減
少
傾
向

に
あ
る
。
今
年
度
の
利
用
者
数
は
昨
年
に
比
べ
増
加
し
て
い
る
が
、
人
件
費
の
増
や
燃
料
費
の
高
騰
な
ど
に
よ
り
公
的
資
金
投
入
額
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
一
方
で
、
ひ
た
は
し
り

号
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
２
月
か
ら
の
ダ
イ
ヤ
が
浸
透
し
、
買
い
物
や
通
院
手
段
と
し
て
の
利
便
性
向
上
が
図
ら
れ
、
利
用
者
数
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

鉄
道
及
び
B
R
T
（
日
田
市
内
駅
）
の
乗
車
数

路
線
バ
ス
の
年
間
利
用
者
数

ひ
た
は
し
り
号
の
年
間
利
用
者
数

タ
ク
シ
ー
の
年
間
利
用
者
数

　
　
　
乗
合
デ
マ
ン
ド

今
後
の
取
組
・
方
向
性

　
現
在
の
交
通
モ
ー
ド
の
実
態
を
把
握
し
、
よ
り
効
率
的
で
効
果
的
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
向
け
、
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
す
る
必
要
が
あ

る
。
令
和
９
年
度
の
目
標
値
に
向
け
、
引
き
続
き
各
種
取
組
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
公
共
交
通
を
担
う
運
転
手
確
保
に
向
け
、
交
通
事
業
者
と
連
携
し
取
り

組
む
必
要
が
あ
る
。

公
共
交
通
へ
の
公
的
資
金
投
入
額

　
　
　
総
額

　
　
　
利
用
者

　
　
　
市
民

ひ
た
は
し
り
号
の
収
支
率

分
析
・
評
価

②
公
共
交
通
の
再
編
に
よ
り
新
た
に
生
じ

　
る
公
共
交
通
空
白
地
域
に
対
す
る
代
替

　
手
段
の
検
討

③
効
率
的
・
効
果
的
な
交
通
網
の
充
実

④
公
共
交
通
の
運
転
手
の
確
保

１
)公
共
交
通
網
の

　
再
編

評
価
指
標

単
位

Ｒ
４
（
計
画
当
初
）

Ｒ
9
年
度

目
標
値

2
)利
便
性
の
向
上

⑤
わ
か
り
や
す
い
時
刻
表
や
マ
ッ
プ
の

　
作
成
と
情
報
提
供

⑥
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入
の
検
討

⑦
全
て
の
人
に
や
さ
し
い
車
両
へ
の
更
新

⑧
市
営
上
・
中
津
江
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の

　
運
賃
見
直
し
の
検
討

Ｒ
６

①
既
存
地
域
公
共
交
通
の
確
保
・
維
持

　
　
　
タ
ク
シ
ー

全
バ
ス
車
両
に
占
め
る
低
床
バ
ス
の
割
合

4



基
本
方
針
２

施
策

R
5

実
績

目
標
値

実
績

期
間

人
以
上

1
,9

1
2

,3
4

1
R
3
（
1
-
1
2
）

2
,3

9
8

,1
9

9
2

,3
4

5
,0

0
0

2
,7

5
2

,5
5

9
R
5
（
1
-
1
2
）

2
,8

9
0

,0
0

0
(R
8
年
）

人
/
日
以
上

5
R

4
1

0
6

1
2

R
6

8

％
以
上

2
8

.6
R

4
3

0
.0

基
本
方
針
３

施
策

R
5

実
績

目
標
値

実
績

期
間

箇
所
/
年
以
上
新
設

0
1

0
R

6
累
計
5

％
以
上

0
1

0
0

R
6

1
0

Ｒ
6

Ｒ
６

地
域
全
体
で
公
共
交
通
を
創
り
上
げ
・
守
り
・
育
て
る

●
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
日
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
エ
リ
ア
内
に
、
ひ
た
は
し
り
号
の
バ
ス
停
新
設
に

　
向
け
調
整
を
行
っ
て
き
た
が
、
開
業
以
降
駐
車
場
内
の
混
雑
が
緩
和
さ
れ
な
い
た
め
、
設
置
を
断
念

　
し
、
施
設
近
く
の
歩
道
に
設
置
。

●
ひ
た
は
し
り
号
沿
線
の
医
療
機
関
等
に
時
刻
表
を
配
架

⑫
交
通
事
業
者
・
地
域
と
連
携
し
た
効
果

　
的
な
地
域
公
共
交
通
の
運
行
・
運
営

観
光
入
込
客
数

特
定
観
光
施
設
の
最
寄
り
バ
ス
停
で
の
乗
降
客
数

高
齢
者
（
6
5
歳
以
上
）
の
公
共
交
通
利
用
割
合

ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
み
た
公
共
交
通
に
か
か
る
周
辺
施
策
と
の
連
携

今
後
の
取
組
・
方
向
性

--

●
バ
ス
の
日
イ
ベ
ン
ト
開
催
（
9
/2
2
・
日
田
駅
南
広
場
等
）

●
ひ
た
は
し
り
号
車
内
ラ
ッ
ピ
ン
グ

　
・
1
0
月
1
6
日
～
3
1
日
　
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
（
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
・
2
月
1
7
日
～
3
月
末
日
　
ひ
な
ま
つ
り
（
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

●
バ
ス
無
料
デ
ー
（
1
2
/1
5
・
1
/1
5
・
1
/2
2
）

●
市
の
集
落
支
援
員
が
属
す
る
地
域
活
性
化
グ
ル
ー
プ
が
B
R
T
体
験
ツ
ア
ー
を
実
施
（
９
人
参
加
）

⑬
住
民
・
交
通
事
業
者
・
市
の
協
働
体
制

　
づ
く
り

１
)市
民
協
働
体
制
の

構
築

乗
り
方
教
室
参
加
者
の
公
共
交
通
利
用
増
加
割
合

　
乗
合
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
導
入
を
希
望
す
る
地
域
を
対
象
に
、
乗
り
方
教
室
を
実
施
。
ま
た
、
B
R
T
の
利
用
促
進
と
し
て
、
市
の
集
落
支
援
員
が
属
す
る
団
体
に
よ
り
B
R
T
体
験

ツ
ア
ー
が
開
催
さ
れ
た
。

　
高
齢
者
移
動
支
援
体
制
整
備
事
業
の
中
で
、
高
齢
者
等
の
移
動
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
と
の
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
公
共
交
通
の
利
用
が
困
難
な
高
齢
者

等
の
移
動
を
支
援
す
る
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
に
地
域
と
共
に
取
り
組
ん
だ
。

今
後
の
取
組
・
方
向
性

　
今
後
も
利
用
促
進
に
向
け
た
積
極
的
な
情
報
発
信
に
努
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
乗
り
方
教
室
を
開
催
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の
作
成
に
あ
た
り
、
交
通
事
業
者
や
民
間
事
業
者
も
含
め
地
域
全
体
で
そ
の
地
域
に
合
っ
た
公
共
交
通
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

評
価
指
標

評
価
指
標

単
位

Ｒ
４
（
計
画
当
初
）

Ｒ
9
年
度

目
標
値

●
地
域
の
支
え
あ
い
に
よ
る
移
動
支
援
の
仕
組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
、
伴
走
支
援
す
る
「
高
齢
者
等
移

　
動
支
援
体
制
整
備
事
業
」
を
実
施
。

●
月
出
町
自
治
会
役
員
会
（
1
1
/2
0
）
「
乗
合
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
乗
り
方
教
室
」

●
大
山
町
住
民
自
治
組
織
す
み
い
い
会
　
見
守
り
部
会
と
の
意
見
交
換
会
（
2
/5
）

分
析
・
評
価

⑭
公
共
交
通
の
利
用
促
進
に
向
け
た
啓
発

　
活
動

民
間
施
設
を
活
用
し
た
待
合
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

取
組

R
６
年
度
の
取
組

⑨
多
分
野
と
の
政
策
連
携

評
価
指
標

単
位

Ｒ
４
（
計
画
当
初
）

⑪
観
光
ま
ち
づ
く
り
に
合
致
し
た
周
遊

　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

●
路
線
バ
ス
杖
立
線
が
毎
日
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
九
州
日
田
工
場
（
進
撃
の
巨
人
関
連
施
設
）
へ
乗
り
入

　
れ
を
開
始
し
た
こ
と
で
、
進
撃
の
巨
人
関
連
施
設
の
周
遊
を
目
的
と
し
た
観
光
客
の
移
動
手
段
と

　
な
っ
て
い
る
。

評
価
指
標

　
観
光
分
野
に
つ
い
て
は
、
訪
日
外
国
人
客
を
は
じ
め
と
す
る
観
光
需
要
の
急
速
な
回
復
に
伴
い
、
今
後
更
な
る
観
光
需
要
を
着
実
に
取
り
込
む
た
め
に
は
、
観
光
客
の
移
動
手
段

の
確
保
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
関
係
者
と
の
連
携
し
た
取
組
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
福
祉
分
野
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
お
出
か
け
機
会
の
創
出
に
向
け
、
公
共
交
通
の
利
便
性
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
公
共
交
通
の
利
用
が
困
難
な
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
介

護
予
防
事
業
を
活
用
し
た
地
域
の
支
え
あ
い
に
よ
る
移
動
支
援
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
合
っ
た
仕
組
み
づ
く
り
を
関
係
者
と
共
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

Ｒ
9
年
度

目
標
値

取
組

R
6
年
度
の
取
組

分
析
・
評
価

　
観
光
入
込
客
数
は
、
渡
航
制
限
の
解
除
等
の
影
響
で
訪
日
外
国
人
旅
行
者
は
大
き
く
伸
び
て
い
る
。
ま
た
、
『
進
撃
の
巨
人
』
関
連
施
設
を
は
じ
め
、
ま
つ
り
や
イ
ベ
ン
ト
等
に

訪
れ
る
観
光
客
も
増
加
し
て
い
る
。
杖
立
線
の
利
用
促
進
に
向
け
た
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
九
州
日
田
工
場
乗
り
入
れ
に
よ
り
、
進
撃
の
巨
人
関
連
施
設
の
最
寄
り
バ
ス
停
の
乗
客
数
も

増
加
傾
向
に
あ
る
。

　
ま
た
、
他
分
野
と
の
政
策
連
携
と
し
て
は
、
今
年
度
は
特
に
、
高
齢
者
等
移
動
支
援
体
制
整
備
事
業
に
お
い
て
、
長
寿
福
祉
課
、
日
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
と
連
携
し
、
住
民
支

え
あ
い
の
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
、
２
月
に
は
市
内
で
初
め
て
山
田
町
自
治
会
に
よ
る
移
動
支
援
を
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

●
長
寿
福
祉
課
、
日
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
連
携
（
高
齢
者
等
移
動
支
援
体
制
整
備
事
業
）

⑩
高
齢
者
の
お
出
か
け
機
会
の
創
出

●
市
民
健
康
福
祉
ま
つ
り
の
案
内
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
ひ
た
は
し
り
号
の
利
用
案
内
を
掲
載

●
高
齢
者
等
移
動
支
援
体
制
整
備
事
業
に
よ
り
住
民
支
え
あ
い
の
仕
組
み
づ
く
り
の
伴
走
支
援

●
日
田
市
タ
ク
シ
ー
協
会
と
の
意
見
交
換
会
開
催
（
7
/9
・
1
2
/1
7
）

次
回
調
査
は
Ｒ
9
年
度

１
)こ
れ
か
ら
の
ま
ち

づ
く
り
を
支
え
る
公

共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
強
化

5



日田市地域公共交通利便増進実施計画（イメージ図）

中津

小鹿田

大鶴

尾当
高花

月出山

森町

五馬

杖立

浮羽

串川

堂尾

■路線バス（コミュニティバス・自家用旅客運送含む）の廃線及び、潜在的な需要が見込まれる地域への
乗り入れを検討し、交通網を再編することで運行の効率化と利用者の利便性の向上を図る。

利便増進事業の内容

〇路線バスの乗合デマンドタクシー移行
・市周辺部を運行する民間路線バス、福祉バスについて
利用率が低い路線を廃止し、自宅付近まで乗り入れる
乗合デマンドタクシーへ移行

〇ひたはしり号（コミュニティバス）の再編
・潜在的な需要が見込まれる地域への乗り入れを検討

〇結節点の見直し及び環境整備
・バスの運行ルート見直しに併せて、バス同士や、他の
交通モードとの接続先となる結節点の位置の見直しや、
当該バス停の環境整備を行う

〇わかりやすい時刻表やマップの作成
・公共交通全体の路線図や時刻表等を記載した「公共交
通マップ」を作成し、各公共交通機関の乗継等をわか
りやすくすることで利用を促進する

令和８年４月１日～令和１０年３月３１日

計画期間

日田駅・日田BT

民間路線バス

福祉バス
（自家用有償旅客運送）

ひたはしり号

ひたはしり号の再編

路線バスの乗合デマンド
タクシー移行

結節点の見直し
及び環境整備

6



○補助対象事業者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）

○補助対象経費：地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画及び地域

旅客運送サー ビス継続実施計画の策定に必要な経費 （地域

データの収集・分析の費用、住民・利用者アンケートの実施費用、

専門家の招聘費用、協議会開催等の事務費、短期間の実証調

査のための費用等）

○補助率：１／２（上限額500万円又は1,500万円（地域公共交通計画）、1,000万円（地域

公共交通利便増進実施計画）、500万円（地域旅客運送サービス継続実施計画））

地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の推進への支援
（利便増進計画推進事業、運送継続計画推進事業）

○補助対象事業者：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会（法定協議会）

○補助対象経費：国の認定を受けた地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送サービス継続実施計画に基づく

事業として実施する利用促進及び事業評価に要する経費（公共交通マップ・総合時刻表の作成、

ワークショップの開催、モビリティマネジメントの実施、目標達成状況の把握・検証・評価のための費用等）

地域公共交通調査等事業（地域公共交通計画等の策定等への支援）

地域公共交通計画の記載事項（イメージ）

○計画の効果な活用のために必要な視点

①地域戦略との
一体性の確保

（まちづくり、医療・福祉、
観光等との連携）

②モード間連携や
多様な輸送サービスの活用

③地域の多様な
関係者の協働

④交通圏全体を
見据えた広域的な連携

⑤データによる状況把握、効果的な目標設定・検証を設定

○定量的な目標値（公共交通の利用者数、収支率、
公的負担等）、補助対象系統の位置づけ等を記載

地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定への支援
（地域公共交通計画策定事業、利便増進計画策定事業、運送継続計画策定事業）

○補助率：１／２

○補助対象期間：５年間

公共交通マップ・総合時刻表の作成

3

4

5

6 2

1

○○駅前バス停案内図

お問い合せ先
○○バス株式会社 地域振興部総務課

0XXX-XX-XXXX 担当：佐波、伊波流

○○市公共交通マップ

企画切符の発行

～鉄道とバスで行く観光3日間～

参加条件

実施期間

有効範囲

注意事項

平成25年10月12日（土）～12月1日（日）のうち3日間

○○鉄道全線・□□バス全路線

ただし、◆◆～●●間は特急券が必要です

平成25年10月1日現在で65歳以上の方が対象

ただし大人一人につき6歳以下のこども二人まで無料

払い戻しはできませんのでご注意ください

夫婦で観光地巡りを

持続可能な地域公共交通体系を構築す
るためには、地域の関係者が協働・連携し
ながら確保・維持に向けた取組みを推進
する必要。特に、地域ぐるみによる利用促
進が必要かつ効果的である。

フリー乗車区間の鉄道・バスに3日間乗り放題

路線図
□□駅

○○駅

△△駅

□□商店街

□□聖堂前

□□温泉

○○寺
○○公園

○○山下

ワークショップの開催 モビリティマネジメントの実施

CO2削減量

杉の木のCO2吸収量

本分/日

Kg-CO2
* *

* *

250kg

0kg

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１０
月

１１
月

１
月

２
月

１２
月

50kg

100kg

200kg

150kg
17

13 12 9 11 13

27
24

20

8 7 6

CO2削減量

消費カロリー

実践回数

46 kg-CO2

850 kcal

6 回

取 組 結 果

○月×日（土）

行動変容チェックシート

代替交通機関とその所要時間

車を控えた移動 分

分路 線 バ ス 1 5

2 0

自宅 会社

分鉄 道 1 0

Mobility Management in ○○ city

支援の対象となる利用促進のイメージ

7

100056
ハイライト表示

100056
ハイライト表示

100056
ハイライト表示

100056
ハイライト表示

100056
ハイライト表示

100056
ハイライト表示

100056
ハイライト表示

100056
ハイライト表示



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和7年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件（別
表７・９）

補助対象地域間幹線系統
等と接続の確保

基準ホで該当
する要件
（別表７のみ）

循環

13.km

循環

13.km

循環

13.km

循環

13.km

循環

15.5km

循環

15.5km

往 26.1km

復 26.1km

.km

.km

.km

.km

.km

.km

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運
送
継
続
特
例
措
置

市内循環バス（ひたは
しり号）Ａコース（右回
り）循環線

市内循環バス（ひたは
しり号）Ｂコース（左回
り）循環線

日田バス（株）

日田バス（株）

日田バス（株）

運送予定者名市区町村名
運行系統名
（申請番号）

路線定期 ②(1) JR九州の久大本線日田駅と日田バス
ターミナル（停留所）にて接続 ③玉川町・日

隈・石井
364日 1,820.0回

計画運
行日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

③

③

日田バス（株）

日田バス（株）

日田バス（株）

市内循環バス(ひたはし
り号）Ａコース（左回り）
循環線

市内循環バス（ひたは
しり号）Ｂコース（右回
り）循環線

②(1) JR九州の久大本線日田駅と日田バス
ターミナル（停留所）にて接続

市内循環バス（ひたは
しり号）Cコース（右回
り）循環線

市内循環バス（ひたは
しり号）Cコース（左回
り）循環線

(1)

(2)

②(1)1,820.0回

364日 1,456.0回

364日 1,820.0回

豆田町・朝
日町・清岸
寺町・城町

日田バスターミナル

豆田町・朝
日町・清岸
寺町・城町

日田バスターミナル 路線定期

路線定期

日田バスターミナル 364日 1,820.0回

JR九州の久大本線日田駅と日田バス
ターミナル（停留所）にて接続

田島町・若
宮・隈町旅
館街・高瀬

日田バスターミナ
ル

玉川町・日
隈・石井

日田バスターミナル ③

③

路線定期364日

③

292日

路線定期 ②(1) JR九州の久大本線日田駅と日田バス
ターミナル（停留所）にて接続

日田バス（株）

路線定期

②(1) JR九州の久大本線日田駅と日田バス
ターミナル（停留所）にて接続

小迫 五馬入口五馬線

364日 1,820.0回

②(1) JR九州の久大本線日田駅と日田バス
ターミナル（停留所）にて接続

643.0回

路線定期 ②(1) JR九州の久大本線日田駅と日田バス
ターミナル（停留所）にて接続

運行系統

系統
キロ程

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

日田バスターミナ
ル

日田バスターミナ
ル

日田バスターミナ
ル

田島町・若
宮・隈町旅
館街・高瀬

日田バスターミナ
ル

日田市

日田バスターミナル

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

日田バスターミナ
ル

日田バスターミナル

日田バスターミナ
ル

③
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高
取

・
加

峯
・

吾
々

路
都

築
上

野
・

汗
入

場
曽

家
・

林
・

ス
タ

野

上
野

吾
々

路
・

林
・

汗
入

場
・

ス
タ

野
高

取
・

加
峯

・
都

築
・

曽
家

乗
合
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
大
山
線
営
業
区
域
図

日
田
市
大
山
町
西
大
山
（吾
々
路
、
加
峯
、
上
野
、
汗
入
場
、
ス
タ
野
）

日
田
市
大
山
町
東
大
山
（高
取
、
お
お
や
ま
都
築
）

日
田
市
前
津
江
町
赤
石
（林
、
曽
家
）

⇔
中
川
原
（日
田
バ
ス
杖
立
線
中
川
原
バ
ス
停
、
渡
辺
医
院
前
バ
ス
停
、

大
山
振
興
局
前
バ
ス
停
、
奥
日
田
観
光
案
内
所
前
バ
ス
停
、

大
山
振
興
局
、
大
山
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
大
山
公
民
館
）

鎌
手
（大
山
町
農
協
鎌
手
支
所
）

高
取

吾
々
路

加
峯

お
お
や
ま
都
築

林

曽
家

上
野 汗
入
場ス
タ
野

中
川
原

鎌
手

中
川
原

①
日
田
バ
ス
杖
立
線
中
川
原
バ
ス
停

②
日
田
バ
ス
杖
立
線
渡
辺
医
院
前
バ
ス
停

③
日
田
バ
ス
杖
立
線
大
山
振
興
局
前
バ
ス
停

④
日
田
バ
ス
杖
立
線

奥
日
田
観
光
案
内
所
前
バ
ス
停

⑤
大
山
振
興
局

⑥
大
山
公
民
館

鎌
手

・
大
山
町
農
協
鎌
手
支
所

④

①
②
③

⑤
⑥
⑦

⇒
主
な
運
行
経
路

※
営
業
区
域
内

の
枝
道
も
運
行
。

⇒
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー

営
業
区
域
境
界

高
取

・
加

峯
・

吾
々

路
1
0
0
円

都
築

2
0
0
円

上
野

・
汗

入
場

3
0
0
円

曽
家

・
林

・
ス

タ
野

4
0
0
円

運
賃

 
＜

対
象

自
治

会
・

地
区

⇔
中

川
原

＞

上
野

1
0
0
円

吾
々

路
・

林
・

汗
入

場
・

ス
タ

野
2
0
0
円

高
取

・
加

峯
・

都
築

・
曽

家
3
0
0
円

運
賃

＜
対

象
自

治
会

・
地

区
⇔

鎌
手

＞

大
山
観
光
タ
ク
シ
ー

営
業
所

行
き

（
自
宅
発
）

　
帰

り
（
中
川
原
・
鎌
手
発
）

１
便

8
：

2
0
頃

　
１

便
1
0
：

3
0
頃

２
便

1
0
：

0
0
頃

　
２

便
1
1
：

3
0
頃

　
３

便
1
2
：

3
0
頃

　
４

便
1
4
：

3
0
頃

　
５

便
1
7
：

1
0
頃

運
行

時
間

9



と
ぎ
の
会

こ
の
ま
ち
で
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
、
買
い
物
や

病
院
、
郵
便
局
、
市
役
所
、
理
美
容
院
、
催
し
物
、
通
い
の
場
な
ど
に
行

き
た
い
と
き
、
ち
ょ
っ
と
手
伝
っ
て
も
ら
え
る
と
助
か
る
と
感
じ
る
方
を

外
出
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
支
え
る
助
け
合
い
活
動
で
す
。

ご
自
宅
⇔
お
店
や
病
院

等
の
送
迎
・
付
き
添
い

を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

や
ま
だ
(8
)の
お
じ
さ
ん
(0
)お
ば
さ
ん
(0
)で
覚
え
て
!

電
話

0
9
0
-8
0
4
1
-0
8
0
0

【
受
付
時
間
】
8
:0
0
～
1
7
:0
0
(年
末
年
始
を
除
く
毎
日
)

ご
利
用
の
2
日
前
ま
で
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す

山
田
町
移
動
外
出
・
付
き
添
い
支
援

買
い
物
後
の
重
た
い
荷
物
も
運

び
込
み
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

付
き
添
い
が
あ
る
か
ら
安
心

し
て
お
出
か
け
が
出
来
ま
す
。

2
月
8
日
(土

)
よ
り
受
付
開
始

ひ
と
り
で
の
外
出

に
不
安
を
感
じ
て

い
る
方
は
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
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移
動
外
出
・
付
き
添
い
支
援
を
必
要
と
す
る

・
山
田
町
在
住
の
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者

・
利
用
申
し
込
み
を
申
請
し
た
登
録
者

移
動
外
出
・
付
き
添
い
支
援
に
協
力
し
て
頂
く

・
山
田
町
在
住
の
7
5
歳
以
下
の
協
力
者

・
原
則
、
安
全
運
転
者
講
習
会
の
受
講
者

と
ぎ
の
会

支
え
合
い
の
し
く
み

利
用
者

事
務
局
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

外
出
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

予
約
の
お
電
話

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

募
集
中

募
集
中

⑥⑤

②

③

①

④

支
援
の
依
頼

活
動
の
依
頼

支
援
の
回
答

支
援
会
員
の
紹
介

支
援
活
動
の
実
施

支
援
活
動
終
了
後
に
サ
イ
ン

・
地
区
内
は
1
0
0
円
(公
民
館
、
小
学
校
等
)

・
地
区
外
は
3
0
分
3
0
0
円
(ス
ー
パ
ー
、
病
院
等
)

※
生
活
支
援
を
含
み
ま
す

・
支
払
い
は
月
末
締
め
の
翌
月
払
い

・
利
用
者
は
登
録
が
必
要
で
す

・
外
出
支
援
と
事
務
局
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
登
録
が
必
要
で
す

・
賛
助
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
(1
口

1
,0
0
0
円
)

・
お
問
い
合
わ
せ
、
お
申
し
込
み
は
事
務
局
ま
で
お
気
軽
に

利
用
料
金

保
険

・
「
地
域
の
移
動
を
支
え
る

保
険
」
に
加
入
し
て
い
る

か
ら
安
心
で
す

そ
の
他

活
動
時
間

・
8
:3
0
～
1
7
:0
0

(年
末
年
始
を
除
く
毎
日
)
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